
 

緑豊かな優しいまちづくり計画 

 

都道府県名 岐阜県 

作成主体名 岐阜県、高山市 

区域の範囲 高山市の区域の一部（高山市東

部地区） 

 

 

 

地域再生計画の概要 

高山市では、高齢化が進み農林業の担い手不足による未整備森林が増加して

おり、適正な森林整備が緊急の課題となっているとともに、高齢者が安心して暮ら

せる地域づくりが急務となっている。 

このため、重要なインフラである道路及び林道の効率的な整備により、農林業の

振興と地域の道路ネットワークの構築を図り、デイケアサービス事業等を活用して

緑豊かな優しいまちづくりを推進する。 

適用される支援措置 

・道整備交付金 

 

 


